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ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区

各クラブ会長・幹事 様

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区

地区ガバナー 進藤 義夫

選挙管理委員会委員長 Ｌ橋本 光祥

３３０－Ａ地区選挙規定遵守のお願い

拝啓 初冬の候 貴クラブにおかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し

上げます。新型コロナウイルスの状況が好転しない中、各クラブのキャビネット運営へ

のご協力に感謝申し上げます。 

 さて、第２回キャビネット会議において、２０２１－２０２２年度地区ガバナー・

第１及び第２副地区ガバナー選挙規定を添付の通り、決議いただきました。この選挙

規定の第１２条２項にありますように、対象となる違反行為は選挙運動期間の初日よ

り６ヶ月遡った期間の行為についても適用されるとなっており、同じく決定されまし

た選挙日程（選挙運動期間の初日は２０２１年３月１１日）を考えますと、既に違反

行為の対象となる期間に入っております。 

 特に、候補予定者や選挙責任予定者になられるメンバーをはじめ、そのメンバーと

関わられるメンバーの皆さまにおかれましては、本規定で定めております第９条をご

理解いただき、規定の遵守に努めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、ご不明の点がある場合には、下記の連絡先まで、ご連絡いただきますよう、

併せてお願い申し上げます。年末年始に向けて、慌ただしい時期となりますが、コロ

ナ禍の中、ご自愛ください。

敬具

選挙規定関連連絡先：選挙管理委員会委員長 Ｌ橋本 光祥 090-3200-6956 



２０２１－２０２２年度地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナー選挙規定 

第一章  

第１条（規定の目的） 

  地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナーの選挙に関する事項については、国際会則、複合 

地区会則に規定するもののほか、この規定の定めるところによる。 

第２条（選挙の倫理） 

選挙は、ライオンとしての誇りとその責任を自覚して、この規定を誠実に遵守し、厳正に施行

する。

第３条（選挙の日） 

  選挙は、年次大会の日、または、ガバナーが定めた日に行う。 

第４条（選挙運動期間） 

  選挙運動期間は、当該立候補者が立候補届出後、選挙管理委員会(以下「選管」とする)による資

格審査を経て、公示された日の翌日から選挙の日の前日までとする。 

第５条（選挙の管理） 

  選挙は、選管が管理する。 

第二章 立候補および責任者 

第６条（立候補の届出） 

１．会員は、選管が定める方式および期限に、地区ガバナー、第１副地区ガバナーについては

立候補届を選管に届出して候補者となることができる。

２．会員は、選管が定める方式および期限に、第２副地区ガバナーについては金１００万円の

  立候補登録料を添えて立候補届を選管に届出して候補者となることができる。

第７条（代議員名簿） 

１.立候補者と選挙責任者は、連名にて選管に対して、所定の誓約書の交付と引き換えに住所録を

付した当期の代議員名簿（電子媒体）の交付を求めることができる。

２.立候補者・選挙責任者及び会員は、前項の代議員名簿を選挙の目的以外に使用してはならない。 

３.第１項の代議員名簿（電子媒体）は、選挙終了後、転用を禁ずるため、速やかに選管に返還し

なければならない。もしくはデータを削除する責任を持つ。

第８条（選挙責任者） 

１.立候補者は、立候補者の属するクラブ会員から選挙責任者１名を定め、その者と連署して立候

補届書を選管に届出なければならない。

２.選挙責任者は、立候補者のための一切の選挙運動を統括し、選挙運動をするものを監督する。 

３.選挙責任者を欠くに至ったときは、立候補者は直ちに後任者を選任し、その者と連署して選管

に届出なければならない。

第三章 選挙運動

第９条 

１.（選挙運動期間内の規律) 立候補者、選挙責任者及び会員は、第４条に定める選挙運動期間

内に限り、本条第３項に規定する選挙運動をすることができる。 

２．（選挙運動期間外の規律） 立候補者、選挙責任者及び会員は、第４条に定める選挙運動期

間外においては、本条第３項に規定する選挙運動を行ってはならない。但し、本条第４項に

規定する準備行為等は、行うことができる。 

３．（選挙運動）選挙運動とは、特定の選挙に関し、特定の候補者に投票させ又は投票させない

ために働きかける行為をいい、次の行為を含むものとする。 

（１）選挙事務所の立ち上げ。

（２）例会訪問、アクティビティーの場で、立候補する旨を発言したり、協力を依頼したりする

こと。
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（３）立候補者を前面に立てて「語る会」「ライオンズクラブの未来を考える会」等の会合を開催 

すること。 

４．(準備行為等) 準備行為等とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

（１）立候補準備行為

（２）選挙運動の準備行為

（３）ライオンズクラブ活動・指導力発揮行為

（４）後援会活動

（５）社交的行為

（６）上記各号に類する行為で選管が指定する行為

５．(禁止行為)  立候補者、選挙責任者及び会員は、次の行為を行ってはならない。 

（１）文書図画を第１０条の規定に反して選挙運動に用いること。

（２）選挙運動期間内において、クラブ例会(合同例会を含む）、ガバナー諮問委員会、チャータ

ーナイトに出席して、名目を問わず食事実費以外の金品の支払をすること。

（３）選挙運動のために自宅または職場への戸別訪問をすること。

（４）選挙運動のために金品の贈与、供応、乗物の提供その他利益の供与、その申し込み若しく

は約束をすること。

（５）選挙運動のために虚偽の事実を流布し、または、他の候補者を誹謗すること。

（６）選挙運動のために新聞雑誌その他の報道機関に候補者に関する記事、または、広告を掲載

すること。

（７）電報・ファクシミリ・電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２条

第１項による）により選挙運動をすること。

（８）投票所の付近およびその通路に徘徊佇立すること。

（９）選挙投票日に、投票以前に飲食を提供すること。

（10）代議員、または、その関係者の利害関係を利用すること。

（11）代議員の選挙権の行使を妨げること。

（12）現、前地区ガバナー及び副地区ガバナーが、次期第２副地区ガバナー選出及びその選挙に

関し、特定の候補者を推薦すること、立候補者と一緒に行動を共にすること、代議員の自

宅や勤務場所、ライオンズクラブの例会訪問並びにガバナー諮問委員会等に同行すること。 

（13）立候補の届出及び選挙公報に関し虚偽の記載をすること。

（14）上記各号に類する行為で選管が指定する行為を行うこと。

第 10条（文書図画による運動） 

1. 選挙運動に関する文書図画には、その文書図画について責任を有する会員の氏名を文書責任

者として明確に表示するものとする。

2. 文書図画による選挙運動としては、次の各号のいずれかに該当するもののみを行うことがで

きる。

（１） 通常葉書（内国郵便約款第２章第３節第 20条・第 21条・第 22条による）の発信。

（２） ウェブサイト等を利用する方法（公職選挙法第 142条の 3第 1項による）による頒布。

この方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第 4条の規定にかかわらず、 

選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させ

ることができる状態に置いたままにすることができる。

3. ライオンズクラブの商標は、地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナーの選挙に関する会

員間の文書に使用することができる。

   第四章 違反行為に対する処置等 

第 11条（違反に対する基本姿勢） 

  本地区は、本地区ライオンズメンバー全員が「ライオンズの誓い」及び「ライオンズ道徳綱領」
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の精神を指針とする人格者であることを信頼し、本規定に違反した者に対しても本人の真摯な自

立的対処を期待する。 

第 12条（違反に対する処置） 

1. 選管は、第４条、第９条及び第１０条に違反する行為をした立候補者及びその選挙責任者に

対してして文書により警告しなければならない。その際に違反行為のあった立候補者に対し

て弁明の機会を与えられる。

2. 選管は、前項の警告にもかかわらず違反行為を止めない立候補者に対して、立候補の辞退を

文書により勧告し、ガバナー及び前地区ガバナーとの協議の上、資格審査の受付を拒否でき

る。またその対象となる違反行為は選挙運動期間の初日より６ヶ月遡った期間の行為につい

ても適用される。その場合各クラブ会長及び代議員宛その違反行為の内容を通知しなければ

ならない。

3. 選管は、前２項の規定にもかかわらず違反行為を止めない立候補者に対して、立候補の届け

出を取り消すものとする。なお、立候補の届け出を取り消された候補者は、第６条２項の立

候補登録料の返還を請求することができない。

4. 第２項の対象とする違反行為は、本規定改正成立日の翌日以降のものとする。

第五章

第 13条（選挙公報） 

1. 選管は、選挙公報を発行し、投票日の前日から起算して１０日前までに選挙権のある会員に発

送する。

2. 選挙公報には、候補者の、氏名、生年月日および登録年月日を記載する。

3. 選挙公報に掲示する掲載文、写真は、立候補者の届出したものを掲載する。

4. 前項の掲載文、肖像写真等は、選管が定めるサイズの紙面に納まるものでなければならない。 

第 14条（公開討論会又は、立会演説会） 

1. 選管は、一回以上の立候補者の公開討論会又は、立会演説会を催すことができる。

2. 公開討論会又は、立会演説会の日時および場所は、すみやかに公示し、かつ、会員および立候

補者に通知する。

3. 公開討論会又は、立会演説会の弁士は、立候補者と立候補者の所属するクラブメンバー応援者

一人に限る。

4. 公開討論会又は、立会演説会の実施について、必要な事項は、選管が定める。

5. 公開討論会又は、立会演説会は選管が映像として撮影し、その模様をメンバーが閲覧できるよ

うに、地区ホームページ上に提出し、閲覧出来るようにする。

第 15条（投票用紙） 

投票用紙は、選管が作成し、投票所において選挙人に交付する。 

第 16条（投票の無効） 

次の投票は無効とする。 

1. 指定の投票箱以外の箱に投票したもの。

2. 指定の投票用紙以外の用紙を用いたもの。

3. 複数の候補者に○印を記載したもの。

4. ○印以外の記号および他事を記載したもの。

5. ○印の記載のないもの。

6. その他判断の困難なもの。

第 17条（当選人） 

1. 有効投票の過半数の得票者をもって当選人とする。

2. 有効投票の過半数の得票者がなかった場合には、直ちに得票数の多かった上位２名において再

度選挙を行なう。
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第六章 選挙管理委員会 

第 18条（構成） 

1. 選管の委員長、委員の総員数は２０人以内とし、ガバナーが任命する。 

2. ガバナーは必要に応じ、副委員長を任命することができる。 

第 19条（正副委員長） 

1. 委員長は、委員会を召集し、その議長となり委員会を代表する。 

2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、入会順でその職務を代行する。 

第 20条（服務規定） 

 選管、かつ、その構成員は、中立、公正に職務を行うものとする。 

第 21条（違反行為の連絡） 

1. 会員は前記諸事項に関する違反事実があった場合には、選管に通知しなければならない。 

2. 選管は前項の連絡事項について調査、検討して地区ガバナーへ通知するものとする。 

第 22条（選挙管理委員会の義務） 

  選管は、会員の行為がこの規定に違反するおそれがあると認めたときは、警告その他適当の処理

を講じ、違反のないように務めなければならない。 

第 23条（選管委員に対する制約） 

1. 選管委員は、候補者、または、その推薦人になることができない。 

2. 選管委員は、選挙公示後辞任することができない。 

3. 選管委員は、クラブ代議員であってはならない。 

附  則 

第１条 

1. この規定は、平成１１年１１月２６日から施行する。 

2. 平成１２年１１月２０日一部改定。 

3. 平成１３年１１月１６日一部改定。 

4. 平成１８年 １月１７日一部改定。 

5. 平成１８年 ４月２２日一部改定。 

6. 平成１９年 ３月２６日一部改定。 

7. 平成２０年１１月１８日一部改定。 

8. 平成２１年１１月 ６日一部改定。 

9. 平成２２年１１月 ８日一部改定。 

10.平成２３年 ６月１３日一部改定。 

11.平成２４年１１月２６日一部改定。 

12.平成２５年 １月２１日一部改定。 

13.平成２５年１１月２５日一部改定。 

14.平成２６年１１月２５日一部改定。 

15.平成２７年 １月１９日一部改定。 

16.平成２９年１１月１３日一部改定。 

17.平成３０年１１月１２日一部改定。 

18.令和２年１月２７日一部改定。 

19.令和２年１１月１６日一部改定。 

 

第２条 

  この規定の改廃は、３３０－Ａ地区キャビネット会議の決議を経て行なうものとする。 

第３条 

  この規定の細則をこの規定の精神に反しない限りキャビネット会議において定めることができる。 
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細  則 

第１条 

  立候補者が１名のときは、規定第１３条の選挙公報の発送は選挙公報をキャビネットのホームペ

ージに掲載することをもって代えることができる。 
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